
　平成２０年１０月３０～３１日に岐阜県営水道及び受水市町の職員計１７名が、中遠事務所寺
谷浄水場の工事現場と東部事務所富士川浄水場に設置した水道技術研修施設に研修のた
めに訪れました。
　研修施設は、企業局職員が必要最小限の水道技術を習得するための施設ですが、他県や
関係市町にも参加を募っており、今年7月に開催した水道技術研修には、県外では北海道の
ほか5県、県内においては５市２町ほか応急協定を締結している３業者からも参加し漏水復旧
の実習などの研修を行い、突発事故や漏水時に迅速・的確に対応する技術の習得を目指し
ています。

水道技術の研修に努めています。

　平成2１年４月の一部給水開始に向けて遠州増設事業の工事が進められています。
　写真は寺谷浄水場につくられた「薬品沈殿池」と呼ばれる施設で、川から取り入れ
た水の濁りを沈めやすくする薬品を混ぜ、濁りの固まりを沈殿させて取り除くための
施設です。今後他の施設との総合試験運転を進め給水開始に備えます。

給水開始に向けて、工事が進んでいます。

遠州水道増設事業
　遠州水道増設事業は、水道水の需要が増加する遠州地域の４市２町に対して、既設（天竜川と都田川から取水）の水道用
水224,700m3/日に加え、太田川を水源とする67,400m3/日を供給するための施設を増設する事業です。
　この太田川からの取水により、水源の複数化と水の相互融通が可能となり、渇水時や地震時等の異常時にも、より安定
的な水道用水の供給が可能となります。

研修状況（写真は7月のもの）

薬品沈殿池
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太田川ダムを見学してみませんか？太田川ダムを見学してみませんか？太田川ダムを見学してみませんか？太田川ダムを見学してみませんか？

（申し込み方法）
　お電話でお申し込みください。
太田川ダム建設事務所　工事課企画調査係

※平日に10名以上の団体で受け付けています。
電話 0538（85）2025

地域を守るダムが、どのように造られているのか、
是非、現場でご覧ください。
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